
 

1 

操作マニュアル-売買手続届出編 

 

資料３－２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

売買用 Web サイト 

操作マニュアル 

―売買手続届出編― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１０月２７日 

 



 

2 

操作マニュアル-売買手続届出編 

 

目次 

はじめに  ____________________________________________________________________________________ 4 

1 売買手続届出書について  ___________________________________________________________________ 5 

1.1 売買手続届出書とは  ______________________________________________________________________ 5 

1.2 ログイン ID 通知書  _______________________________________________________________________ 5 

1.3 登録内容に変更があった場合  _______________________________________________________________ 5 

1.4 事務代行業者（通関業者） _________________________________________________________________ 5 

1.5 承諾書（写し）の送付先  ____________________________________________________________________ 5 

2 売買手続届出書の作成と提出（ＷｅｂサイトのログインＩＤを保有していない場合） __________________________ 7 

2.1 概要（ＷｅｂサイトのログインＩＤ取得までの流れ） ___________________________________________________ 7 

2.2 売買手続届出書の作成方法  _______________________________________________________________ 7 

2.3 売買手続届出書情報の入力（概要） __________________________________________________________ 8 

2.4 入力完了 _______________________________________________________________________________ 9 

2.5 売買手続届出書の送付  __________________________________________________________________ 10 

3 項目の説明  ____________________________________________________________________________ 11 

3.1 会社情報 ______________________________________________________________________________ 11 

3.2 部署情報 ______________________________________________________________________________ 12 
3.2.1 部署  ________________________________________________________________________________ 13 
3.2.2 事務代行業者  ________________________________________________________________________ 14 
3.2.3 承諾書（写し）の送付先  _________________________________________________________________ 15 

4 ログインＩＤの取得  ________________________________________________________________________ 16 

4.1 仮パスワードの発行  ______________________________________________________________________ 17 

4.2 ログイン ________________________________________________________________________________ 18 

4.3 マイページトップ（ログイン後トップページ） ________________________________________________________ 19 

5 売買手続届出書情報の変更と、売買手続届出書の提出（既に売買用ＷｅｂサイトのＩＤを保有している場合） __ 20 

5.1 売買手続届出書情報の変更  ______________________________________________________________ 20 

6 委任状の提出  __________________________________________________________________________ 21 



 

3 

操作マニュアル-売買手続届出編 

7 パスワードの変更  _________________________________________________________________________ 22 

8 付録（様式集） __________________________________________________________________________ 23 
 



 

4 

操作マニュアル-売買手続届出編 

 

はじめに 

本マニュアルは、独立行政法人農畜産業振興機構売買用 Web サイト（以下「Web サイト」という。）のうち、売買手

続届出の操作を説明するものです。 

 Webサイトを利用する際はログイン IDとパスワードが必要です。利用するためには、本マニュアルにより新規登録を行

い、ログイン ID と仮パスワードを取得する必要があります。 

ログイン ID とパスワードについては利用者を特定するものであり、守秘義務及びセキュリティの確保が必要です。 

利用に際しまして、利用者自身が責任をもって管理するものとします。 

 

Web サイトの URL ：  https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

①の吹出しは、手順を示すものです。 

②の吹出しは、ポイントや状況を示すものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※ 本マニュアルは、指定糖売買要領に基づく手続きを、Web サイトを利用して行っていただくためのものです。マニュア

ルに記載されていない事項については、指定糖売買要領をご確認ください。（要領はシステム上で確認・ダウンロー

ドできます。） 

 

※ Web サイトに関する問い合わせ先 

独立行政法人農畜産業振興機構 特産調整部輸入調整課 

電話     ：  ０３－３５８３－８３９６ 

メールアドレス：  alic-sugar01@alic.go.jp 

 

② ○○が表示されますので、ご
確認ください。 

①  ○○をクリックしてください。 

吹出しの色の違いの説明 
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1 売買手続届出書について 

1.1 売買手続届出書とは 

機構売買を行うためには、事前に売買手続届出書により登録を行う必要があります。 

売渡申込者は、売買手続届出書により届け出た対象品目のみ売買を行うことができます。 

また、売買手続届出書の提出は、売渡申込者が行う手続きであって、売買事務手続を代行させる者（以下

「通関業者」という。）は行うことができません。 

 

1.2 ログイン ID 通知書 

売買手続届出書に押印のうえ、機構に郵送し、機構が承認した後、機構からログイン ID 通知書を送付します。

ログイン ID 通知書には Web サイトのログインに必要なログイン ID が記載されています。パスワードは自ら設定してく

ださい。 

 

1.3 登録内容に変更があった場合 

届出内容に変更があった場合は、売買手続届出書を書面にて再提出していただく必要があります。 

なお、担当者情報欄及承諾書の送付先の変更に限り Web サイトのマイページを通じて電子データのみで届け

出ることができます。 

 

1.4 事務代行業者（通関業者） 

通関業者に機構売買手続を委託する場合は、マイページから通関業者を登録することで、通関業者用のログ

イン ID を発行することができます。 

複数の売渡申込者から委託を受けている通関業者は、売渡申込者ごとに Web サイトのログイン ID を発行しま

すのでご注意ください。 

売渡申込者を通じて登録された通関業者の情報に変更があった場合は、売渡申込書に変更手続を依頼して

ください。 

 

注意 通関業者はＷｅｂサイトのうち一部機能の利用が制限されます。 

（通関業者が利用できない機能） 

・売買申込者情報等の編集 

・担保の管理 

・売買申込者の通知数量・関税割当の閲覧 

 

1.5 承諾書（写し）の送付先 

機構売買そのものは売渡申込者が行い、通関手続のみを通関業者に委託している場合は承諾書（写し）の

送付先に通関業者の情報を登録することで、通関時に必要な承諾書の写しをメールで送付することができます

（ログイン ID の発行はなし）。 
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（参考）1.4 事務代行業者（通関業者）と 1.5 承諾書（写し）の送付先の違い（イメージ図） 

 

 

 

 

 

１．４ 事務手続代行者（通関業者） 

 

１．５ 承諾書（写し）の送付先 
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2 売買手続届出書の作成と提出（ＷｅｂサイトのログインＩＤを保有していない場合） 

2.1 概要（ＷｅｂサイトのログインＩＤ取得までの流れ） 

１． Ｗｅｂサイトのトップページから、売買手続届出書に必要な情報を入力します。 

２． 完成した「売買手続届出書」のＰＤＦをダウンロードし、印刷・押印して機構へ送付します。 

３． 機構から送付される「ログイン ID 通知書」に記載のログイン ID で Web サイトにログインします。 

 

2.2 売買手続届出書の作成方法 

以下の URL を開き、 

「売買手続届出書 情報入力」画面へ進んでください。 

https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

②利用にあたっての注意事項及び売買要領に同
意したうえで、売買申込者の届出手続きへ進む 
をクリックしてください。 

①新規登録をクリックしてください。 

①’既にＩＤの通知を
受けている方はＩＤ
通知書を受領され
た方はこちらをクリッ
クしてください。 

拡大 
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2.3 売買手続届出書情報の入力（概要） 

各項目の詳細は P９～P１５に記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①売買を行う会社の情報を入力してくだ
さい。 
代表者から内部委任を受けて売買を行う
場合は、委任された者の情報を入力して
ください。（この場合「6 委任状の提出」を
参照のうえ委任状を提出してください。） 

②部署情報を入力してください。登録した
部署毎にログイン ID が付与されます。 

⑥【確定】機構へデータ送信 
をクリックして、機構へデータを送信してくだ
さい。 

③通関業者に機構売買を委託する場合
は、こちらに通関業者の情報を入力してく
ださい。登録した通関業者等にログイン ID
が付与されます。 
複数者に委託している場合、全て入力が
必要です。 

④機構売買は自らが行い、通関手続の
みを通関業者に委託している場合は、こ
ちらに通関業者の情報を入力してくださ
い。通関時に必要な承諾書の写しをメー
ルで送付することができます（こちらに登録
した通関業者へのログイン ID の発行はあ
りません） 
 

⑤入力内容を確認（入力控出力） 
をクリックして、出力された売買手続書の
内容を確認してください。 

拡大 

拡大 

拡大 

拡大 

拡大 

※複数の部署で売買を行う場合は、 
部署を追加する  
をクリックして追加情報を入力してくださ
い。 
ログイン ID は登録した部署毎に付与され
ます。 
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2.4 入力完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売買手続届出書 
をクリックすると、売買手続届出書をダウン
ロードしてください。 

次頁のとおり、売買手続届出書を
印刷し、押印のうえ、原本を機構へ
郵送してください。 
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2.5 売買手続届出書の送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者印を押印してください。 

代表者印又は代表者から委任を受けた者
（内部委任に限る）の印を押印してください。 

原本は機構へ郵送してください。 
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3 項目の説明 

3.1 会社情報 

 

売買手続届出書を作成する場合、入力必須です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人」の場合は会社情報を入力する前に
機構にご連絡ください。 
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3.2 部署情報 

 

部署の情報は、以下の 3 つから構成されます。 

１． 部署の情報 

２． 事務代行業者（通関業者）の情報 

３． 承諾書（写し）の送付先 

 

部署は複数登録可能です。 

Ｗｅｂサイトを利用するためのログイン ID は、部署毎に 1 つずつ発行されます。 

また、通関業者の場合、Ｗｅｂサイトを利用するためのログイン ID は、1 社に 1 つずつ発行されます。 
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3.2.1部署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログインＩＤ情報は担当者１の方のメールアド
レスに送信されます。 
担当者２及び３の方へは送信されません。 

売買対象品目のみにチェックを入れてくだ
さい。 
 

担当者が 4 人以上の場合は、 
＋担当者追加 
をクリックして、担当者の情報を追加入力
してください。 
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3.2.2事務代行業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注意点] 

売買手続届出書の変更 

通関業者の届出情報に変更があった場合は、売渡申込者が変更してください。 

通関業者は売買手続届出書の手続き自体ができません。 

ログインＩＤ情報は担当者１の方のメールアド
レスに送信されます。 
担当者２及び３の方へは送付されません。 
 

通関業者の担当者が 4 人以上の場合
は、 
＋担当者追加 
をクリックして、担当者の情報を追加入力
してください。 

委託する事務代行者が複数いる場合
は、 
＋売買事務手続きを代行する事務代行
業者を登録する 
をクリックして通関業者の情報を追加入
力してください。 
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3.2.3承諾書（写し）の送付先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾書(写し)の送付先の担当者が 4 人
以上の場合は、 
＋担当者追加 
をクリックして、担当者の情報を追加入力
してください。 

承諾書（写し）の送付先が複数ある場
合、 
＋承諾書（写し）のメール送付先を登録
する 
をクリックして、承諾書（写し）の送付先の
情報を追加入力してください。 
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4 ログインＩＤの取得 

売買手続届出書を機構に送付すると、後日、機構から「ログイン ID 通知書」が郵送されます。 

「ログイン ID 通知書」は、登録した通関業者へも郵送されます。それぞれの ID は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗｅｂサイトの利用を開始するために、以下の 2 つをご用意

いただき、下記 URL へアクセスしてください。 

 

（必要な情報） 

・「ログイン ID 通知書」のログイン ID 

・売買手続届出書の登録時に入力した部署又は通関業

者の担当者１のメールアドレス 

 

（URL） 

https://・・・・・・・・・ 
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4.1 仮パスワードの発行 

「ログイン ID 通知書」受領後、以下の手順で、ログインに必要な仮パスワードを取得します。 

手順は、通関業者の方も同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ID 通知書を受領された方はこちらをクリッ
クしてください。 
 

③仮パスワード発行をクリ
ックしてください。 

③登録したメールアドレス（担当者１の方）
に、メールが送信されるので、仮パスワードを
控えてください。 
 

②「ログイン ID 通知書」のログイン ID と、売
買手続届出時に入力したメールアドレスを
入力し、仮パスワード発行をクリックしてくださ
い。 
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4.2 ログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮パスワード発行後１度のみ） 

「ログイン ID 通知書」のログイン ID とメールの

仮パスワードを入力し、ログインをクリックして

ください。 
次の画面で新しいパスワードを設定してくだ
さい。 

「ログイン ID 通知書」のログイン ID と、本パス

ワードを入力してログインをクリックしてくださ

い。 
 

本パスワードは、機構では把握できないた

め、問合せをいただいてもお答えできません。 

パスワードを忘れた方は、再度新たなパスワ

ードを設定してください。 
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4.3 マイページトップ（ログイン後トップページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売買手続届出書入力時の対象品目の
メニューが表示されます。 

通関業者がログインした場合、管理機能
には、この 2 つのみ表示されます。 

別紙マニュアル「担保編」を参照してください。 

個別メニューの内容については、各種売

買申込編をご参照ください。 

別紙マニュアル「指定糖売買編」を
ダウンロードできます。 

別紙マニュアル「指定でん粉等売
買編」をダウンロードできます。 

別紙マニュアル「国内産異性化糖
売買編をダウンロードできます。 

売買申込者情報・担保の操作説明
書をダウンロードできます。 

売買要領、担保金・売買差額の振
込先口座等をダウンロードできます。 
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5 売買手続届出書情報の変更と、売買手続届出書の提出（既に売買用ＷｅｂサイトのＩＤを

保有している場合） 

 

5.1 売買手続届出書情報の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイページトップから、以下の手順で、届出情報の変更を行ってください。 

1． 「売買申込者情報」をクリックしてください。 

2． 「利用にあたっての注意事項」が表示されますので、同意のうえ売買申込者の届出手続へ進む 

をクリックしてください。 

3． 以降の操作は、 「2.2 売買手続届出書の作成」を参照してください（Ｐ７）。 

拡大 
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6 委任状の提出 

代表者から内部委任を受けて売買を行う場合は、売買手続届出書のほかに委任状の提出が必要です。 

 

マイページトップの管理機能各種様式又は機構ホームページ（https://www.alic.go.jp/t-yunyu/tochosei02_000078.html）

から様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、機構まで書面で提出してください。（メール・ＦＡＸは不可） 
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7 パスワードの変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードの作成ルールは以下のとおりです。 

 

使用可能文字： 

A～Z、a～z、0～9、$、@、=、% 

 

文字数： 

10 文字～16 文字 
 

拡大 

拡大 
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8 付録（様式集） 

（１） 売買手続届出 

（別紙第１号様式）　　

独立行政法人農畜産業振興機構

　　　　　　　　　理事長　殿

　　　　　　　　　

住　　　所  

名　  　称  

　役職・氏名  印

　平成　　年　月　日からの売渡し及び買戻し契約に係る事務手続について、下記のとおり

届けます。

　なお、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構

業務方法書及び下記３により届け出た対象品目に係る売買要領を了知のうえ、売渡し及び買

戻し契約の締結並びにそれに伴う事務手続きを行うこととし、貴機構の事務手続の瑕疵以外

の事由によって生じた不利益については一切の異議を申し立ていたしません。

１　売買申込みに使用する代表者の印鑑

２　売買用Ｗｅｂサイトの利用の有無

　（次のいずれかに✔をし、該当する項目に必要事項を記入してください。）

□（１）売買用Ｗｅｂサイトを利用する　　→３を記入してください。

□（２）売買用Ｗｅｂサイトを利用しない　→下表及び４を記入してください。

（売買用Ｗｅｂサイトを利用できない理由を記入してください。）

売買手続届出書

使用印鑑

代表者の印鑑又は委任状で届け出る代理人の印鑑

主に利用する売買申込方法

記
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３　売買用ＷｅｂサイトのログインＩＤ利用部署名等及び承諾書（写し）の送付先

 上の売渡申込者の部署が売買事務手続を代行させる者（通関業者等）

注： 売渡申込者用のログインIＤは、売買用Ｗｅｂサイトの全てのメニューを利用でき、売買事

　　務手続代行者（通関業者等）用のログインIDは、申込みに必要な一部のメニューに限り利用

　　できるものです。

 上の売渡申込者が申込みのみを行う場合の承諾書の送付先

メールによる
送付先

会社部署名

電話番号

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

売買事務手続
代行者用

ログインＩＤ

利用会社部署名

担
当
者
情
報

〒・住所

電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

売買事務手続
代行者用

ログインＩＤ

利用会社部署名

担
当
者
情
報

〒・住所

電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

売買事務手続
代行者用

ログインＩＤ

利用会社部署名

担
当
者
情
報

〒・住所

電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

売渡申込者用
ログインＩＤ

利用部署名

対象品目

担
当
者
情
報

〒・住所

電話番号

部署１
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４　売買用Ｗｅｂサイトを利用しない場合の売買事務担当者及び承諾書の送付先

売買事務担当者（連絡先）

注：担当者が複数いる場合、全ての者について記載してください

承諾書の送付先

５　添付書面（初回の届出に限る。）

　性化糖に限る。）

（注１）届出の内容に変更が生じた場合は、変更部分に＊印をつけて、機構に書面にて届け出るものと

　　　する。ただし、担当者情報欄及び承諾書の送付先の変更に限り、売買用Ｗｅｂサイトを通じて届

　　　け出ることができるものとする。

（注２）ログインＩＤを廃止する場合は、機構にその旨を記載したログインＩＤ廃止届出書（任意様式）

　　　を提出するものとする。

（記載注意）

１ 本届出は、原則として代表者が届け出るものです。ただし、法人内における内部委任に限り別紙２

   「委任状」で届けられた代理人が届け出ることができます。

２ 「３　売買用ＷｅｂサイトのログインＩＤ利用部署名等及び承諾書の送付先」について
① 売渡申込者の複数の部署で売買用Ｗｅｂサイトをそれぞれ利用する場合、各ＩＤの管理責任の

　帰属が明確にわかるよう利用する部署ごとに記載してください。

② 売買事務手続代行者（通関業者等）へのログインＩＤの付与を希望する場合、売買事務手続代

　行者用（通関業者等）欄に記入してください。ただし、売買事務手続き代行者用（通関業者等）

　にのみログインＩＤを交付することはできません。（国内産異性化糖を除く。）

３　「３　売買用ＷｅｂサイトのログインＩＤ利用部署名等及び承諾書の送付先」及び「４　売買用

　Ｗｅｂサイトを利用しない場合の売買事務担当者及び承諾書の送付先」の各表については、適宜、

　追加又は抹消してください。

担当者氏名 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

メールによる
送付先

会社部署名

電話番号

担当者氏名

担当部署名

〒・住所

電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

　（別紙１）「売渡し申込みについて」を添付すること。（指定糖並びに輸入異性化糖及び混合異
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（２） ログイン ID 通知書 

（別紙第２号様式）　　

　                御中

独立行政法人農畜産業振興機構

特産調整部長　

　砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律及び下記３の対象品目に係る売買要領

に基づく機構への売渡し及び買戻し契約に係る手続において、売買用Ｗｅｂサイ

トを利用する場合のログインＩＤを通知します。

１．売渡申込者

２．ログインＩＤ

ユーザ名 ログインＩＤ

３．対象品目

要です。通知された利用者自身が責任をもって管理してください。機構は、
ログインＩＤの不正利用に帰す損害に対する責任を負わないものとします。
なお、申込者の届け出により売買事務手続代行者のログインＩＤは許可なく
利用を停止する場合があります。

ログインＩＤ通知書

記

注： ログインＩＤは、利用者を特定するものであり、セキュリティの確保が必
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（３）委任状 

（別紙２）

委任者

　住所

　名称

　役職・氏名 印

　当社は、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書及び下記２の対象品目に係る売�

買要領に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構との間で締結する買入れ及び売戻し

の契約について、下記１の者を代理人と定め、下記３の事項に関する権限を委任しま

す。

　なお、併せて代理人の使用する印鑑をお届けします。

１　代理人

住所

名称

部署・氏名

２　対象品目

　 指定糖　・　輸入異性化糖等　・　国内産異性化糖　・　指定でん粉等

３　委任事項

　 　平成　年　月　日からの２の対象品目に係る売渡し及び買戻しの申込み並びに

同申込みに係る承諾書の受領及び当該売買差額（延納金及び延滞金を含む。）の

納付に関する一切の事項

注１：役職・氏名は代表者に限るものとする。��

注２：２の対象品目に○をつけること。��

平成　　年　　月　　日

記

使用印鑑

委　　　　任　　　　状
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